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１
．
は
じ
め
に

１
．
は
じ
め
に

　
全
８
回
の
う
ち
７
回
目
に

当
た
る
今
回
は
、
検
証
態
勢

に
つ
い
て
解
説
を
行
う
。

　
本
年
６
月
に
公
表
さ
れ
た

「
経
済
価
値
ベ
ー
ス
の
ソ
ル

ベ
ン
シ
ー
規
制
等
に
関
す
る

有
識
者
会
議
（
以
下
、
「
有

識
者
会
議
」
と
い
う
）
」
の

報
告
書
で
は
、
経
済
価
値
ベ

ー
ス
の
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
（
以

下
、
「
Ｅ
Ｓ
Ｒ
」
と
い
う
）

算
定
に
お
け
る
内
部
モ
デ
ル

や
保
険
負
債
に
対
す
る
検
証

態
勢
の
導
入
を
求
め
る
方
向

が
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ

し
、
誰
が
検
証
す
る
の
か

（
当
局
に
よ
る
審
査
／
内
部

検
証
／
外
部
検
証
、
な

ど
）
、
ど
の
よ
う
に
検
証
す

る
の
か
、
な
ど
の
具
体
的
な

制
度
設
計
は
こ
れ
か
ら
と
な

っ
て
い
る
。
な
お
、
有
識
者

会
議
の
中
で
は
、
内
部
モ
デ

ル
と
保
険
負
債
の
お
の
お
の

の
検
証
項
目
に
つ
き
、
図
表

１
、
図
表
２
が
事
例
と
し
て

示
さ
れ
て
い
た
。

　
内
部
モ
デ
ル
（
に
基
づ
く

リ
ス
ク
量
）
や
保
険
負
債
の

計
算
は
、
財
務
報
告
に
係
る

内
部
統
制
評
価
の
観
点
で
考

え
れ
ば
「
見
積
り
や
経
営
者

に
よ
る
予
測
を
伴
う
重
要
な

勘
定
科
目
に
係
る
業
務
プ
ロ

セ
ス
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

こ
こ
で
は
、
そ
の
観
点
を
踏

ま
え
て
、
将
来
導
入
さ
れ
る

内
部
モ
デ
ル
や
保
険
負
債
の

検
証
業
務
の
在
り
方
を
紹
介

す
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
上
記

の
図
表
１
、
図
表
２
の
項
目

と
の
関
係
も
併
せ
て
考
察
す

る
。

　
な
お
、
こ
の
考
え
方
等
の

基
本
的
概
念
に
つ
い
て
は
、

企
業
会
計
審
議
会
の
「
財
務

報
告
に
係
る
内
部
統
制
の
評

価
及
び
監
査
に
関
す
る
実
施

基
準
」
（
以
下
、
「
実
施
基

準
」
と
い
う
）
を
参
考
に
す

る
。

２
．
全
社
的
な
内

２
．
全
社
的
な
内

部
統
制
の
評
価

部
統
制
の
評
価

　
全
社
的
な
内
部
統
制
は
、

企
業
全
体
に
広
く
影
響
を
及

ぼ
し
、
企
業
全
体
を
対
象
と

す
る
内
部
統
制
で
あ
る
。
実

施
基
準
で
は
、
図
表
３
の
よ

う
な
評
価
項
目
が
例
示
さ
れ

て
い
る
。
Ｅ
Ｓ
Ｒ
の
検
証
業

務
で
は
、
「
財
務
報
告
」
を

「
Ｅ
Ｓ
Ｒ
」
と
読
み
替
え
て

適
用
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。

　
こ
れ
ら
の
項
目
は
、
図
表

１
、
図
表
２
の
次
の
項
目
と

関
係
が
深
い
と
考
え
ら
れ

る
。

　
▽
内
―
２
：
厳
格
な
内
部

モ
デ
ル
の
検
証
プ
ロ
セ
ス
の

整
備
▽
内
―
３
：
取
締
役
会

に
よ
る
承
認
▽
内
―
４
：
統

計
的
品
質
基
準
▽
内
―
６
：

ユ
ー
ス
テ
ス
ト
基
準
と
ガ
バ

ナ
ン
ス
▽
負
―
３
：
デ
ー
タ

品
質３

．
業
務
プ
ロ
セ

３
．
業
務
プ
ロ
セ

ス
に
係
る
内
部
統

ス
に
係
る
内
部
統

制
の
評
価

制
の
評
価

　
業
務
プ
ロ
セ
ス
に
係
る
内

部
統
制
の
評
価
に
つ
い
て

は
、
こ
こ
で
は
、
保
険
負
債

測
定
の
業
務
プ
ロ
セ
ス
を
題

材
に
例
示
す
る
。

　
最
初
に
、
保
険
負
債
を
測

定
し
、
Ｅ
Ｓ
Ｒ
報
告
に
使
用

す
る
ま
で
の
取
引
の
流
れ

（
開
始
、
承
認
、
記
録
、
処

理
、
報
告
）
を
理
解
す
る
。

通
常
、
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
な

ど
を
用
い
て
図
式
化
す
る
こ

と
が
多
い
。

　
次
に
、
そ
の
業
務
プ
ロ
セ

ス
に
お
い
て
虚
偽
記
載
が
発

生
す
る
リ
ス
ク
を
識
別
す

る
。
実
施
基
準
で
は
、
こ
の

リ
ス
ク
を
識
別
す
る
に
当
た

り
、
不
正
ま
た
は
誤
謬
（
ご

び
ゅ
う
）
が
発
生
し
た
場
合

に
、
「
実
在
性
」
「
網
羅

性
」
「
権
利
と
義
務
の
帰

属
」
「
評
価
の
妥
当
性
」

「
期
間
配
分
の
適
切
性
」

「
表
示
の
妥
当
性
」
と
い
っ

た
適
切
な
財
務
諸
表
を
作
成

す
る
た
め
の
要
件
の
う
ち
、

ど
の
要
件
に
影
響
を
及
ぼ
す

か
に
つ
い
て
理
解
し
て
お
く

こ
と
が
重
要
、
と
説
明
さ
れ

て
い
る
。

　
さ
ら
に
そ
の
次
に
、
こ
の

よ
う
に
し
て
識
別
さ
れ
た
リ

ス
ク
に
対
す
る
テ
ス
ト
を
実

施
す
る
。

　
図
表
４
は
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー

ト
と
リ
ス
ク
と
テ
ス
ト
の
例

で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
項
目
は
、
図
表

１
、
図
表
２
の
次
の
項
目
と

関
係
が
深
い
と
考
え
ら
れ

る
。

　
▽
内
―
４
：
統
計
的
品
質

基
準
▽
内
―
５
：
較
正
テ
ス

ト
基
準
▽
負
―
１
：
変
動
要

因
分
析
▽
負
―
２
：
計
算
プ

ロ
セ
ス
▽
負
―
３
：
デ
ー
タ

品
質
▽
負
―
４
：
計
算
手
法

お
よ
び
モ
デ
ル
▽
負
―
５
：

前
提
条
件
▽
負
―
６
：
現
在

推
計
と
実
績
の
比
較
▽
負
―

７
：
感
応
度
分
析

４
．
保
険
会
社
が

４
．
保
険
会
社
が

整
備
し
て
お
く
べ

整
備
し
て
お
く
べ

き
態
勢

き
態
勢

　
前
述
の
テ
ス
ト
を
実
施
す

る
に
あ
た
り
、
保
険
会
社

は
、
そ
れ
に
耐
え
う
る
た
め

に
、
次
の
よ
う
な
態
勢
整
備

が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

　
▽
承
認
行
為
の
エ
ス
カ
レ

ー
シ
ョ
ン
：
内
部
モ
デ
ル

（
に
基
づ
く
リ
ス
ク
量
）
や

保
険
負
債
を
含
む
、
Ｅ
Ｓ
Ｒ

の
承
認
行
為
を
、
担
当
者
レ

ベ
ル
か
ら
、
経
営
者
を
含
む

上
位
レ
ベ
ル
に
エ
ス
カ
レ
ー

ト
す
る
。

　
▽
チ
ェ
ッ
ク
体
制
：
経
営

者
等
の
承
認
行
為
を
担
保
す

る
た
め
に
、
保
険
会
社
内
に

Ｅ
Ｓ
Ｒ
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を

構
築
す
る
。

　
▽
Ｉ
Ｔ
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
高

度
化
：
内
部
モ
デ
ル
（
に
基

づ
く
リ
ス
ク
量
）
や
保
険
負

債
の
測
定
は
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム

に
依
拠
す
る
所
が
大
き
い
た

め
、
こ
れ
ら
を
重
要
な
Ｉ
Ｔ

基
盤
と
認
識
し
、
管
理
体
制

を
高
度
化
す
る
。

　
▽
文
書
化
：
監
督
当
局
な

ど
の
独
立
し
た
第
三
者
が
、

Ｅ
Ｓ
Ｒ
の
測
定
方
法
や
、
そ

れ
に
対
す
る
内
部
統
制
を
理

解
で
き
る
レ
ベ
ル
の
文
書
を

作
成
し
、
維
持
す
る
。

　
こ
れ
ら
の
項
目
は
、
図
表

１
、
図
表
２
の
次
の
項
目
と

関
係
が
深
い
と
考
え
ら
れ

る
。

　
▽
内
―
２
：
厳
格
な
内
部

モ
デ
ル
の
検
証
プ
ロ
セ
ス
の

整
備
▽
内
―
３
：
取
締
役
会

に
よ
る
承
認
▽
内
―
４
：
統

計
的
品
質
基
準
▽
内
―
７
：

文
書
化
基
準
▽
負
―
３
：
デ

ー
タ
品
質

５
．
ま
と
め

５
．
ま
と
め

　
第
７
回
目
の
今
回
は
、
検

証
態
勢
に
つ
き
事
例
を
交
え

て
解
説
し
た
。
有
識
者
会
議

の
報
告
書
を
踏
ま
え
、
こ
れ

ら
に
対
す
る
制
度
が
具
体
化

さ
れ
て
い
く
予
定
で
あ
る

が
、
対
応
す
る
保
険
会
社

は
、
要
求
さ
れ
た
検
証
業
務

に
対
し
、
こ
こ
で
解
説
し
た

よ
う
な
観
点
を
適
格
に
理
解

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
次
回
は
、
最
終
回
と
し

て
、
こ
れ
ま
で
の
ま
と
め
を

行
う
。
（
な
お
、
本
稿
内
容

に
つ
い
て
は
20
年
９
月
末
時

点
で
の
調
査
情
報
に
基
づ
い

て
い
る
こ
と
に
ご
留
意
い
た

だ
き
た
い
）	

（
つ
づ
く
）

◇

　【
髙
橋
隆
司
（
た
か
は
し

・
り
ゅ
う
じ
）
氏
の
プ
ロ
フ

ィ
ル
】
日
本
ア
ク
チ
ュ
ア
リ

ー
会
正
会
員
、
年
金
数
理

人
、
日
本
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト

協
会
認
定
ア
ナ
リ
ス
ト
。
日

本
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
会
国
際

関
係
委
員
会
委
員
、
日
本
年

金
数
理
人
会
試
験
委
員
会
委

員
。
大
手
保
険
会
社
に
通
算

14
年
間
在
籍
後
、
２
０
０
３

年
Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ
（
あ
ず
さ
監
査

法
人
）
入
社
。
保
険
会
社
に

対
し
、
責
任
準
備
金
の
監
査

業
務
に
従
事
す
る
他
、
リ
ス

ク
管
理
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
17
な
ど

の
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
業
務
を

担
当
。

　【
著
書
な
ど
】
「
図
解
＆

徹
底
分
析
　
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
『
新

保
険
契
約
』
」
（
中
央
経
済

社
、
共
著
）
「
保
険
業
の
会

計
実
務
」
（
中
央
経
済
社
、

共
著
）
。

　【
講
演
な
ど
】
損
保
総

研
、
保
険
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
Ｋ

Ｐ
Ｍ
Ｇ
フ
ォ
ー
ラ
ム
な
ど
、

各
種
セ
ミ
ナ
ー
講
師
実
績
多

数
。

　【
専
門
分
野
】
保
険
数

理
、
リ
ス
ク
管
理
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ

Ｓ
17
な
ど
。

【
第
７
回
】	
検
証
態
勢
の
導
入

経
済
価
値
ベ
ー
ス
の
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
規
制

経
済
価
値
ベ
ー
ス
の
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
規
制

― 

導
入
に
向
け
た
検
討
事
項 

―

図表１　ＩＣＳにおける内部モデルの受入条件
Ｎｏ． 項目

内―１ 内部モデルのスコープが定義されていること

内―２ 厳格な内部モデルの検証プロセスが整備されていること

内―３ 取締役会による承認が行われていること

内―４ 統計的品質基準が遵守されていること

内―５ 較正テスト基準が遵守されていること

内―６ ユーステスト基準とガバナンスが遵守されていること

内―７ 文書化基準が遵守されていること

内―８～１０ （部分内部モデルに関する規定）

金融庁「経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する有識者会議　第7回事務局資料」より抜粋

図表２　保険負債の適切性検証で求められている要素
Ｎｏ． 項目

負―１ 変動要因分析

負―２ 計算プロセス

負―３ データ品質

負―４ 計算手法およびモデル

負―５ 前提条件

負―６ 現在推計と実績の比較

負―７ 感応度分析

金融庁「経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する有識者会議　第8回経済価値ベース保険負債の適
切性確保」より抜粋

図表３　実施基準における全社的な内部統制の評価項目の例
分類 評価項目（一部抜粋）

統制環境 経営者は、信頼性のある財務報告を重視し、財務報告に係る内部統制の役
割を含め、財務報告の基本方針を明確に示しているか。

リスクの評価と 
対応

信頼性のある財務報告の作成のため、適切な階層の経営者、管理者を関与
させる有効なリスク評価の仕組みが存在しているか。

統制活動 信頼性のある財務報告の作成に対するリスクに対処して、これを十分に軽
減する統制活動を確保するための方針と手続を定めているか。

情報と伝達 信頼性のある財務報告の作成に関する経営者の方針や指示が、企業内の全
ての者、特に財務報告の作成に関連する者に適切に伝達される体制が整備
されているか。

モニタリング 日常的モニタリングが、企業の業務活動に適切に組み込まれているか。

IT への対応 経営者は、IT に関する適切な戦略、計画等を定めているか。

「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」（令和元年12月6日企業会計審議会）より抜粋
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1

2

3

4

5
保険負債の
モデル計算
とESRの集計

保険関係の
前提条件の
作成

契約
マスター

契約
マスター

ESR 集計保険負債

承認

承認

モデル計算

保有データ

前提条件

前提条件作成

保有データ

システムESR 算出部門数理部門

図表４　フローチャートとリスクとテストの例

リスクの例 実
在

網
羅

権
利
評
価
期
間
表
示 テストの例

1 前 提 条 件 作 成 の た め の
データが適切に抽出され
ない

〇 〇 〇
・類似の他の統計データと比較して妥当性を確認する
・計算基準日前後の取引データをサンプル抽出して保有データへの抽

出の妥当性をチェックする

2 不適切な前提条件が作成
される 〇 ・前回の前提条件からの変動要因を分析し、その妥当性を評価する

・（内部モデルの場合）標準モデルの前提条件との整合性を検証する

3 計算基準日の保有契約が
適切に抽出されない 〇 〇 〇 ・類似の他の統計データと比較して妥当性を確認する

・ＩＴの自動処理の有効性をテストする

4 目的に沿った適切なモデ
ルが使われていない 〇

・前期の計算値からの変動要因を分析する（変動要因分析）
・前期のモデルの計算値の中で、すでに発生している実績値とを比較す

る（バックテスト）
・前提条件を変動させた場合の計算値の変動を分析する（感応度分析）

5 保険負債が正確に計算さ
れない 〇 ・計算データをサンプル抽出して再計算する

・ＩＴの自動処理の有効性をテストする

6 計算した値と異なる値が
ＥＳＲ計算に使われる 〇

・ＥＳＲ計算シートに正しく転記されていることを確認する
・リスク管理部門や内部監査部門による検証内容をレビューしてその

有効性を確認する

有
限
責
任
あ
ず
さ
監
査
法
人

金
融
事
業
部
　
マ
ネ
ー
ジ
ン
グ
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー

髙
橋
　
隆
司

出典：筆者作成


